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学校における危機管理 

 
－はじめに－ 

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した

場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていくことが重要である。 

 
１．学校における危機管理 

(1) 危機管理対応の基本的事項 

① 生命尊重を第一義として進める。 

② 保護者、関係者の心情を考慮し、誠意と責任をもって対応に当る。 

③ 事件・事故等について、時系列の記録（発生の場所、時刻、原因、対処等）を詳細に取る。 

④ 外部等に連絡・広報する場合は、虚偽の報告、真相を隠蔽することは絶対しない。 

⑤ 関係者の基本的人権を尊重した対応をする。 

⑥ 指導や説明等を行う場合は、複数で対応する。 

⑦ 実態や原因を究明し、再発防止に向けた取り組みを検討し、実践する。 

⑧ 報道機関への対応は、校長（副校長(教頭)・教頭・事務長）に一本化する。 

 
(2) 報道機関への対応の留意事項 

① 校外への対応は校長（副校長(教頭)・教頭・事務長）とし、一本化して当る。 

② 教育委員会との連絡を密に取る。 

③ 絶対に予想や憶測で話さず、事件・事故等の経緯や対応の事実関係のみを話す。それぞれの段階で明確

でない事項については、「事実関係を調査中である」ことを伝え、「多分、・・・のはず」といっ

たような回答は絶対してはならない。 

④ プライバシー保護の観点から、生徒、保護者、家族等の氏名・住所等の公表は原則として行わない。 

⑤ 発生した事実は冷静に受け止め、言い訳や責任回避となるような発言は絶対に慎む。 

⑥ 関係者を誹謗中傷するような言葉や差別的な用語については、特に気を付ける。 

⑦ 取材の申し込みがあった場合には、相手の氏名、部署、担当記者名、連絡先を必ず聞くとともに取材

の目的、内容、日時を確認しておく。 

⑧ 取材の申し込みが多い場合には、公平に情報を提供する意味からも、教育委員会と連携を図り、記者会

見を開くなどの形で対応する。その際、会見場所、時刻等については、学校運営が混乱しないよう

考慮した上で行う。 

 

 
 

危機管理対応のポイント(さしすせそ) 
 
 

さ － 最悪を想定して 

し ― 信頼回復を目指して 

す ― 速やかに早期対応 

せ ― 誠意をもって 

そ ― 組織的な取り組み 
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事故・問題等発生時の対応 

 

 

 

 

＊交通事故の場合は、警察署に行き

現場検証に立ち会う時もある。 

 

 

校長・副校長(教頭)・教頭・

事務長・関係職員に連絡する。 

応急処置 

養護教諭・学級担任・発見者 

軽症と判断される場合には、授業を

受けながら様子を観察する。 

 

 

①いつ 

②どこで 

③誰が 

④どうして 

⑤何が原因で 

⑥どの部位を 

⑦どうなったか 

①事故者の収容病院の了解を得る 

②応急処理済みのことを伝える 

③事故の程度、状況について話す 

④病院へ来て頂くことを依頼 

（健康保険証を持参） 

⑤保護者不在の時は勤務先に連絡 

＊緊急を要する場合には

救急車を要請 

（意識不明・出血多量・

頭部腹部打撲・その他） 

◎付き添い 

（養護教諭・教諭） 

◎救急車・タクシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
保護者と共に、診断結果を医師より 

聴取し、指示を受ける。保護者不在

の場合は、治療後に説明し、了解を

得る。 

 
 

独立行政法人日本スポ 

ーツ振興センター手続

きについて説明する。 

 

 

 
 

校長・副校長 (教

頭)・教頭・事務

長・関係職員に報

告する。 

 

 
③入院する 

 

校長・副校長(教頭)・教頭・事務長・生徒指導部長へ連絡 

  
①生徒の安全と避難を第一に考える。 

②複数で対応する。 

③相手の出方を見る。無理をしない。 

④応援を求め、非常時は警察への連絡 

を急ぐこと。 

 
関係機関への連絡（県教委・警察署・消防署等） 

 

 

事故・災害発生 
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◎教職員のとるべき処置 

①事故者の状態や程度を調べるとともに、精神的な安定を与えるようにする。 

②直ちに実施可能な応急処置をとるようにする。 

③すぐに他の職員の応援を求めたり、校内に連絡をとる。（副校長・教頭・事務長・養護教諭・担任） 

④判断や処置は、細心の注意を払って速やかに行うようにする。 

⑤病院で手当てを受ける際には、事故発生時の状況を詳細に説明する。 

⑥事故者を保護者に引き渡すまでは付き添い看護に当る。 

⑦報告は、正確・詳細かつ迅速に行う。 

 
◎学校のとるべき処置 

①緊急対策方法で処理に当る。 

②必要に応じて、救急車の出動を要請するか、その他の方法で事故者の輸送運搬の処置を講じる。 

③他の生徒が放置されることのないように適切な指示指導を与える。 

④事故者に対しては勿論、保護者に対しても誠意をもって処置に当る。 

⑤事故の原因や問題点を明確にし、その反省に基づき全教職員の共通理解を得て、同様の事故が再び

発生しないよう、安全管理・安全指導・安全対策について検討し、その徹底を図る。 

 
◎連絡時の備忘項目 

①救急車（１１９番）…… 学年、氏名、性別、傷病の概略、校内への進入経路と場所の指示。 

②病院 ................................. 学年、氏名、性別、傷病の概略、すぐ診てもらえるか。 

  

 
③タクシー …… 生徒の事故で、すぐ来てくれるかどうか。校内への進入経路と場所の指示。 

④保護者 ............. いつ・何をしていて、傷病の状況（本人の意思の有無：伝えた方が安心する場合） 

病院名（救急車搬送で病院名が分からない場合は、その旨）、保険証 

 
⑤関係諸機関 タクシー 

  
 

県教育委員会(宮崎市市外局番 ０９８５) 

⇔生徒の事故 

 
⇔学校施設等 

 

 

 
⇔生徒の問題行動

や事故 

 

 
⇔教職員の事故等 

学 校 医  

内 科 名越内科 

猪島医院 

４８－１８３８ 
５１－７７００ 

眼 科 おおつか杉田眼科 ５０－３１３１ 

歯 科 たけさき歯科 ４７－１１８０ 

耳鼻科 つぼい耳鼻咽喉科  

ふくどめ耳鼻咽喉科クリニック 

６４－００４１ 
６５－３３８７ 

薬剤師 海老原病院 
（細川寧子） 

７５－２１１５ 

 

学校周辺の病院  

川越整形外科 ５３－４７８３ 

福井医院（脳外科） ４７－４１３１ 

岡本整形外科 ５０－６６７７ 

宮崎江南病院 ５１－７５７５ 

ふたば皮膚科 ５３－８８７７ 

 

宮崎南消防署 ５３－００３３ 

宮崎南警察署 ５０－０１１０ 

 

宮交タクシー ２２－４１４１ 

宮崎南国タクシー ４８－２６１１ 

 

県教委財務福利課 

ＦＡＸ 

県教委財務福利課

管理・施設整備担当 

ＦＡＸ 

２６－７２４２ 

２５－７１３７ 

２６－７２３５ 

２６－７２３６ 

２０－１１６４ 

県教委学校政策課 ２６－７２３７ 
 ２６－７２３８ 
 ２６－７２３９ 

ＦＡＸ ２６－０７２１ 

県教委教職員課 

 
ＦＡＸ 

２６－７２４０ 

２６－７２４１ 
２８－２７５７ 

 

セクシュアル・ハラスメントへ

の対応 

  

セクシュアル・ハラスメント

相談員 

 
校長・副校長(教頭)・教頭・事務長

職員・保護者 
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校 長 教育委員会 

 
副校長(教頭)・教頭・事務長 事 務 室 

 

事実確認 
保健主事 

 

 

 

 

(発見者) 

事故発生 

 

報告 

連絡 説明 報告 

 

保健室 養護教諭 

指示

学年主任 

 

担任（副担任） 

 

連絡 説明 送院 報告 

(タクシー) 

保 護 者 

 
救急車 

医 療 機 関 

 

 

 

＊特別な事故の場合：関係機関及び報道機関との窓⼝は、校⻑（副校⻑(教頭)・教頭・事務⻑）とする。 

 

 

移送については、学校が責任をもって処理する。（職員が同行し、交通費は学校負担） 

【骨折や意識不明など、学校で処置不可能な事故が起きた場合】 

①学校から医療機関への移送。 

ア）生徒の状況から急を要すると判断されたら、救急車を要請する。 

イ）救急車の要請が必要ないと判断された場合は、タクシーで移送する。 

②医療機関から学校への移送。 

＊タクシーで移送する。 

③医療機関（学校）から自宅への移送。 
＊ 保護者に迎えに来てもらう。または、個人負担のタクシー利用。 

 

 

 

宅送については、学校は責任をもたない。（保護者責任・自己負担) 

【就学困難になり、自宅で休養させたほうが良いと担任及び養護教諭より判断された場合】

ア）自宅へ連絡をとり、迎えに来てもらう。 

イ）保護者不在の場合は、緊急連絡先まで連絡し、迎えに来てもらう。 

ウ）何らかの理由で保護者が迎えに来られない場合は、保護者と相談して決める。 
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１．学校内における生徒・教職員の事故 

対応の手順 

 
事故発生 

 

 
意識・呼吸・脈拍・出血・ 

 発見者は直ちに応援を求める 骨折等の部位と程度の確認 

初期対応 管理職・養護教諭等へ連絡 

組織編成 状況把握 関係職員による緊急会議 関係機関への連絡 

 

応急処置 

 

応急処置・救命措置をまず行う。 止血等の処置及び言葉かけ 
 心肺蘇生法等 

 
救急連絡 

 
救急車要請 救急車要請の電話をする。 

 又は移送 （氏名、年齢、性別、クラス、傷病の程度等） 
 の判断 保護者・家族への連絡（事故の状況、傷病の程度、搬送先病院等） 

 
傷病の程度により、養護教諭・学級担任・部顧問・その他、関係職員 

病院搬送 で病院へ搬送する。 
 病院から学校へ状況報告をする。 

 
（到着時刻、生徒・職員の容態、治療の状況等） 

 
当事者の氏名、年齢、クラス、事故発生場所、時刻、状況、原因、傷 

状況調査 関係機関 病の程度、保護者・家族名、保護者・家族との連絡状況を調査把握す 
 との協議 る。 

 
副校長(教頭)・教頭は校長の判断のもと、死亡等、重要又は緊急を要 

状況報告 する事態のときは、その旨を県教育委員会へ連絡する。その他の場合 
 職員会議は、調査が終了次第、事故の状況を報告する。 

 
加害者がいる場合は、加害者への対応を行う。 

事後処理 その他、処理・対応するべき事項。 
 ・事故生徒、教職員への援助 ・報道機関等との対応 
 ・事故報告書等の作成        ・医療費、保険等の事務 
 ・再発防止策等の検討 

留意事項 
(1)保護者・家族への連絡は、相手を動揺させることのないよう、事故の状況・傷病の程度・搬送先

病院名、保険証持参等、落ち着いて必要な事項を連絡する。 

(2)加害者がいる場合は、その保護者・家族に対しても、必ず状況説明の連絡をする。 

① 生命にかかわる場合 ..................... 被害者の保護者・家族に連絡を取った直後 

② 生命にかかわらない場合 .............. 病院から傷病名等の連絡を受けた直後 

(3)生命にかかわる事故などの場合には、管理職も病院へ行く。 

(4)搬送は、原則として救急車かタクシーを利用する。緊急やむを得ず、自家用車を利用する場合

は、交通安全に留意して搬送する。 

(5)報道関係者、部外者等への対応は校長(副校長(教頭)・教頭・事務長)が行う。 
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学校内生徒事故対応記録 

（ 中学 ・ 高校 ） 

事故者 年 組 番 氏名 
 

性別 男 女 担任氏名 
 

保護者氏名  電話番号 （ ） － 備考  

 

（相手方が生徒の場合）（ 中学 ・ 高校 ） 

相手方 年 組 番 氏名 
 

性別 男 女 担任氏名 
 

保護者氏名  電話番号 （ ） － 備考  

 
（相手方が生徒でない場合） 

相手方氏名  年齢 才 性別 男 女 電話番号 ( ) － 

住所 
 

備考 
 

 

 

事故発生日時 令和 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分 

事故発生場所 
 

 

 

 

 

発生・傷病状況 

 

搬送先病院名 病院 電話番号 （ ） － 

 
容 体 

 

 

 
対 応 状 況 

 

 
家族との連絡 

 

 

 

 

そ の 他 
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事故発生

連絡受報 

校内連絡 

状況確認 

事後処理 

状況報告 

２．学校外における生徒の事故 

対応の手順 

 
クラス・氏名・性別・発生場所・時刻・搬送先病院名、容体等について聞

き取り、記録する。 

連絡者の氏名・住所・電話番号・勤務先等も同時に聞く。 
 

 
直ちに、校長・副校長(教頭)・教頭・事務長に連絡する。その後、学級担

任・生徒指導主事等、関係職員に連絡する。必要に応じて会議を開く。 
 

保護者、関係機関への連絡および報告 
 
 

学級担任は、事故現場もしくは搬送先病院等へ出向き、見舞うとともに、

事故の状況を聴取する。       

生徒保護者にとっては異常状態であるので、

配慮しながら聴き取る。 

生徒指導主事は、事故現場に赴き、現場確認と状況を調査する。 

 

関係機関へ 重大または緊急を要する事態のときは、その旨を校長(副校長(教頭)・教

頭・事務長)へ連絡する。 

その他の場合は、見舞および状況確認が終了次第、生徒の状況と保護者の

緊急職員会議 状況を報告する。 

 
報道機関との対応（副校長(教頭)・教頭・事務長）  

事故報告書等の作成 

負傷生徒への見舞・援助安全

指導 

 
 

学校外での生徒の事故対応記録（連絡を受けた時の） 

１ クラス 中 ・ 高 （ ）年（ ）組   

２ 氏名 
 

３ 性別 （ 男 ・ 女 ） 
   

４ 事故発生場所 
 

５ 事故発生時刻 月 日 時 分 
  

 
６ 

 
事故発生・傷病状況 

 

７ 搬送先病院 病院名（  ）ＴＥＬ（  ） 

 

８ 

 

加害者 

氏名（ 

（ 勤務先 

（ 住所 

 
）性別（ ）年齢（ 

、ＴＥＬ 

、ＴＥＬ 

）  

） 

） 

９ 保護者との連絡 
 

10 そ の 他 
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人権同和教育課 様 

 

ＦＡＸ ０９８５－３２－４４７６ 

 

 

第１報 事故報告ファックス様式 

 

 
発信者（ ） 

 

学 校 名 
 

 
事 

 
故 

 
者 

学科名（ 

中 ・ 高 （ 

） (ふりがな) 

）学年 氏 名（ 

  
性別 

）（ ） 

発 生 日 時 令和 年 月 日 曜日 時 分頃 天候 

 
事故の種類 

ア 学校管理下 
 

オ その他（ 

イ 交通事故 ウ 水難事故 エ 声かけ事案 
 

） 

事故発生場所 
 

 

 

 

 

 

 
事故発生の状況 

 

 

 

 

 

 
 

被害・損害の程度

(児童生徒・相手側) 
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様式第１３号（第４９条関係） 
 

生徒事故（問題行動）報告書  
文 書 番 号

令和 年 月 日 
 

宮崎県教育委員会教育長 殿 
 

宮崎県立宮崎西高等学校長 

 
 

次のとおり報告します。 

 
 

 

 
生 

  

 

 
徒 

 

氏名 

年齢（性別） 

課程 

学科

学年 

 

 
歳（ 

 

 
） 

 

 

保 

 

 

護 

 

 

者 

 

住所

氏名 

本人との続柄 

 

 

 

 

 

事 

 

 

 

 

 

故 の 概 

 

 

 

 

 

要 

 

(1) 事故の種類 

(2) 事故の状況 

① 事故発生の日時 

② 事故発生場所 

③ 事故の程度 

④ 事故発生の状況（時系列で） 

⑤ 事故発生の原因と問題点 

(3) 事故発生後の学校の措置 

 

 

 
今 

 

 

 
後 の 処 

 

 

 
置 

 

(1) 関係者への指導 

(2) 全体的な取り組み 

① 指導の現状 

② 指導上の課題 

③ 今後の対策 

 

 

 

 

その他参考事項 

 

印 
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３ 学校外における教職員の事故 

対応の手順  
 ● 当事者から連絡があった場合 

事故発生の受報 事故の連絡を受けた者は、当事者の氏名、事故の発生場所、日時、程度、容体 

校 内 連 絡 事故の程度、相手方等について確認する。 
 

 

直ちに、校長・副校長(教頭)・教頭・事務長等に連絡する。 

 

指 導 助 言 
 

当事者の教職員に対して、誠意と責任をもって事故の処理に対応するよう指導 

責 任 体 制 する。重大事故に至った場合、状況の変化があって連絡の必要が生じた場合、 
 あるいは処理が一応終った時など適宜連絡をするよう指導する。 
 相手方が人命にかかわる重大事故の場合には、校長(副校長(教頭)・教頭・事 
 務長)がすぐに、現場(病院)に出向き、相手方を見舞い、状況を把握する。 

 
状 況 調 査 

 
事故処理が完全に終了していない段階では、事故の原因まで言及することはでき 

 ないが、双方の氏名・性別・年齢・住所ならびに発生時刻、場所、その場の状 
 況・事故発生の状況・双方の負傷の程度・現時点までの対応状況についてはまと 
 める。 

 
状 況 報 告 

 
副校長(教頭)・教頭は、校長の判断のもと、死亡等重大または緊急を要する事態 

 のときは、その旨を県教委へ連絡する。その他の場合は、調査が終了次第、事故 
 の状況を県教委へ連絡する。 

 

事 後 処 理 

 

報道機関との対応、事故報告書等の作成を行う。 
 通勤途上の場合は、通勤災害等の事務手続きを行う。 

 ● 当事者が電話連絡できない場合の事故の処理 

事故発生の受報 事故の連絡を受けた者は、事故発生場所、状況、負傷の程度、搬送先の病院等 

校 内 連 絡 の確認を行う。 
 直ちに、校長・副校長(教頭)・教頭・事務長へ連絡する。 

 
状 況 調 査 

 
（現場確認）教頭等は、事故発生現場に赴き、発生の状況等を確認する。 

 （容体確認）教頭等は、搬送先病院へ見舞い現在の容体を確認する。 

 
状 況 報 告 

 
事故発生時刻、場所、状況、相手方の氏名、性別、年齢、住所、現在の本人の 

 容体等について校長へ報告する。 
 関係機関への連絡は、校長の判断のもと、副校長(教頭)・教頭・事務長が行う。 

 

事 後 処 理 

 

報道機関との対応、事故報告書等の作成を行う。 
 通勤途上の場合は、通勤災害等の事務手続きを行う。 



11  

教 職 員 事 故 対 応 記 録 

 

職 名 
 

氏 名 
 

年齢 歳 性別 男 女 

住 所 
 

電話番号 （ ） － 

 

相手方氏名 
 

年齢 歳 性別 男 女 備考 
 

住 所 
   

損害等程度 
 

 

 

事 故 件 名 
 

事故発生日時 令和 年 月 日（ ）午前・午後 時 分頃 

事故発生場所 
 

 
損害等の程度 

 

 

 

 

事 故 の

原 因・状 況 

 

搬送先病院 
 

 
容 体 

 

 

 

 
対 応 状 況 

 

 
家族との連絡 

 

 

 

特 記 事 項 
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様式第28 号（第92 条関係） 
 

職 員 事 故 報 告 書 
 

文 書 番 号

令和 年 月 日 
 

宮崎県教育委員会教育長 殿 
 
 

宮崎県立宮崎西高等学校長 印 
 
 

次のとおり報告します。 

 

 
職 員 

職 氏名 （年齢 歳） 

主な担当業務 

 

 

 

 

 

事 故 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

今 後 の 処 置 

 

 

 

 

 

 

その他参考事項 
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４ （１）生徒在校中の火災 

対応の手順 
 

火災発生

初期対応 

 

避難通報

火災通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

避難誘導 

 

 
避難確認 

 

 

 
非常持出 

 

 
鎮火後処理 

 

 

 

 

 

事情聴取

事後処理 

発見者は大声で通報するとともに、火災報知器等で火災であることを知らせる。 

警報器作動の場合は、受信器に表示された現場へ行き、状況を把握する。判断により、

初期消火を行ったり、消火活動の応援を依頼し、状況を副校長(教頭)・教頭・事務長

へ通報する。 

 

 

火災発生場所を確認後、避難経路・避難場所を明確にし、生徒及び教職員に避難の指

示を出す。（教職員は生徒を誘導する。） 

同時に消防署（１１９番）へ通報し、消防車・救急車を要請する。 

[校内放送] 

・火災場所確認中 

「ただいま非常ベルが鳴っています。指示があるまで、そのまま待機してくだ

さい。」 

・火災場所確定後 

「ただいま、○○で火災が発生しました。火災場所を避け、速やかに○○へ避

難しなさい。」 

[消防署（１１９番）通報] 

「こちらは宮崎西高校です。校内の○○で火災が発生しました。消防車（救急

車）の出動をお願いします。」 

分かっていれば、次のことも伝える。 

・逃げ遅れた人やけが人がいるか。 

・何が燃えているか。 

 
避難誘導班の指示に従い、無言で整然と迅速に避難する。保健室にいる生徒は養護（助）教

諭が、身体に障害をもつ生徒等は、学級担任または教科担任が非難させる。 

 

担任は避難場所に集合後、直ちに生徒の確認をし、学年主任に、学年主任は副校長(教

頭)・教頭へ報告する（担任 → 学年主任 → 副校長(教頭)・教頭）。確認できない生徒

や教職員がいたら該当者を副校長(教頭)・教頭へ連絡し、消防署員へ報告する。生徒

を静かに待機させる。 

 

物品搬出係は、非常搬出が可能な場合は係長の指示に従い、非常持出品の搬出・保管

に当たる。 

 

鎮火後、作業終了次第、対策委員会を開き、対応等について確認・検討をする。

火災発生前の現場の状況、火気に関する情報の収集。 

 

被災状況の写真撮影 

危険箇所の進入禁止等について 

 
事情聴取には校長（副校長(教頭)・教頭・事務長）が対応し、他の教職員は校長の要

請があるまで待機しておく。 

 

情報の整理、県教委への報告、報道機関との対応、事故報告書等の作成

再発防止等の検討 

 

● 生徒在校中に、ガス漏れや不発弾等危険物発見などの場合も、火災発生の際に準じ

た緊急体制をとる。 
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４   （２）生徒不在時の火災（教職員不在中の火災） 

対応の手順 

 

火災発生受報 
 

最初に受報した者は、校長・副校長(教頭)・教頭・事務長へ通報する。 

初 期 対 応 （連絡先は最終ページを参照） 

 

 

 
非 常 出 勤 

 

 

 
教職員は直ちに出勤するよう、緊急連絡網で連絡する。 

 

非 常 持 出 
 

火災の状況により非常持出が可能な場合、出勤した教職員で非常持出品の持出作業 
 を行う。その判断は、消火活動に当たっている消防署の責任者の指導のもと、校長 
 が行う。 

鎮火後処理 鎮火して、作業が終了後に職員会議を開き、次の事項について確認・協議をする。 
 ① 前日の戸締り状況 
 ② ガス・ストーブ等の使用状況 
 ③ 電気器具等の使用状況 
 ④ 化学薬品等の使用状況 
 ⑤ その他、火気に関して気付くこと 
 ⑥ 今後の対策等について 

事 情 聴 取 事情聴取には校長（副校長(教頭)・教頭・事務長）が対応し、他の教職員は、校長 
 の要請があるまで待機しておく。 

事 後 処 理 情報の整理、県教委への報告、報道機関等との対応、事故報告書等の作成 
 再発防止策等の検討 
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学校火災対応記録 

緊急会議協議事項等 

 
１．確認事項 

火災発生

日 時 
令和 年 

 
月 日 

 
（ 時 分） 

火災発生

場 所 
棟 階 室 

 
２．被災状況 

 
 

３．協議事項 

 項  目   協 議 内 容 

前日の戸締り 

 
の状況 

 

ガス・ストーブ 

 

等の使用状況 

 

電気器具等の 

 

使 用 状 況 

 

化学薬品等の 

 
使 用 状 況 

 

 
そ 

 
の 

 
他 

   

 

 

 

 

 

今後の対応 

明日からの 

 

授業体制 

 

生徒への連絡事 

 

項および方法 

 

 
火災事後処理等 
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１ 自衛消防･防火組織編成表 

    通信･連絡   校内連絡 黒木陽 

   矢野  消防署連絡 川村 

     火災報知器 松浦 

      

     東教室棟2階誘導 甲斐啓 

       東教室棟3階誘導 村岡 

       東教室棟4階誘導 中川 

       西教室棟2階誘導 眞鍋 

       西教室棟3階誘導 外山 

       西教室棟4階誘導 甲斐奎 

         

       北教室棟1階誘導 河野由 

   避難･点呼  
 

 北教室棟2階誘導 新垣 

   内田・甲斐一 
山路・田中 
原田・田島 

  北教室棟3階誘導 吉田 

     北教室棟4階誘導 日髙光 

       

       理科棟1階誘導 中原 

本部       理科棟2階誘導 竹森 

部 長･･･谷口       理科棟3階誘導 若松 

副部長･･･小篠・宮﨑 
加治屋・川村 

      理科棟4階誘導 黒木真 

指 揮･･･中野・髙山         

防火管理者･･･小篠       管理棟1階誘導 中山 

       管理棟2階誘導 鬼塚 

       管理棟3階誘導 小宮 

       管理棟4階誘導 南 

         

本部指令伝達   消火 
 

 消火第1班(教室棟･体育施設) 第1学年 

(高校)･･･陶山 
(中学)･･･加藤 

 
 

圖師 
 消火第2班(管理棟･理科棟)  第2学年 

 

       

      校長･事務室関係 川村・假屋 

       渉外厚生課 堀内 

       総務部 馬庭 

       研究部 山下育・東口 

       生徒指導課 穴井 

本部連絡       進路指導課 山下秀 

生徒会総務委員       図書情報課 山﨑俊・柿木 

   搬出･警備    教育相談課 齋藤・浅井 

   黒木孝    環境保健課 﨑村 

       化学科関係 山崎慎 

       生物科関係 寺原 

       物理科関係 溝上 

       各学年関係 
中学:内田・甲斐一・山路 

高校:田中・原田・田島 

       各教科関係 各教科代表者 

   救護    保健室  

   藤井    興梠英･藤井･河野由 

各授業担当者 

及び各ＨＲＴ 

2年美化委員 

18名 



17  

  

２ 防火管理組織 

 

学校管理責任者 ･･･ 校長 谷口 彰規  防火管理者 ･･･副校長 小篠 尚樹 

 

場所 火元責任者 場所 火元責任者 場所 火元責任者 

教室棟    管理棟  

1階 川村 和也 売店 川村 和也 保 健 室（高） 藤井 佳子 

2階 田中 雄治 生徒会室 中山 知子 保 健 室（中） 河野 由妃 

3階 原田  薫 カウンセラー室 池田 憲彦 

4階 田島  清 作  法  室 河野喜美代 

理科棟  北教室棟  
第2 会 議 室 加藤 寿彦 

1階 中原 重弘 1階 河野 由妃 多  目  的  室 黒木  孝 

2階 日高  隆 2階 内田 秀子 コンピューター室 鬼塚 愛貴 

3階 溝上 俊彦 3階 甲斐 一陽 図  書  室 小原 央子 

4階 根井 智洋 4階 山路 理恵 書  道  室 南  裕之 

管理棟  管理棟  
音  楽  室 黒木真紀子 

1階 川村 和也 家 庭 科 中山 知子 美  術  室 堀内 賢治 

2階 小篠 尚樹 第1職員室 陶山 宜浩 女 子 更 衣 室 興梠 英子 

3階 宮崎 真司 第2職員室 小宮 政之   印   刷   室 川村 和也 

4階 堀内 賢治 視聴覚室 山﨑 俊一 備考 

体育施設  その他  ※火元責任者の任務 

体 育 館 佐多 裕樹 部室 各部顧問 

担当の階、室等の人員を統括して、

一般の火気、電気配線（器具）、危険物

等消防用設備物件の防火管理、ならび

に人命の安全管理等の任務にあたる。 

武 道 場     圖師 正敏  

新武道場 圖師 正敏 

倉庫・部室 甲斐啓・中野 

卓 球 場     圖師 正敏 

支援施設 甲斐 奎佑 

点 検 管 理 担 当 摘    要（点検事項等） 

建  築  物 松浦 佑樹・川村 和也 建物の位置、構造、防火シャッター等 

電 気 設 備 松浦 佑樹・川村 和也 電気配線、電気機器（委託） 

危  険  物 松浦 佑樹・川村 和也 危険物の保管、取扱等安全管理 

火気使用施設 松浦 佑樹・川村 和也 火気器具、暖房用器具、燃料置場 

警 報 機 設 備 松浦 佑樹・川村 和也 警報設備 

消 火 設 備 松浦 佑樹・川村 和也 消火器、消火設備等（委託） 

避 難 設 備 髙山 健児 避難階段、非常口、避難器具等 

    



 

避 難 経 路 図（グラウンド版）   東 門 

駐輪場 Ｎ 

駐輪場 

 

 

 

駐輪場 第１グラウンド 

 

管理棟 理科棟・北教室棟 

 

 
東教室棟 

 

駐車場 
3 - 1 

3 - ９ 
2 - 1 

2 - ９ 
1 - 1 

1 - ９ 
中  3 

中  2 
中  1 

 

西教室棟 

 

正  門 

 

 

 

 
第２グラウンド 

 

テニス
コート 

 

テニ ス
コー ト 

 
倉 プール 
庫 

 

部 室 

 

 
ハンドボール
コート 

 

Ａ  →  高  校  1 ･ 3 年 1 ･ 2 ･ 3 組 

Ｂ  →  高  校  1 ･ 3 年 4 ･ 5 ･ 6 組 

Ｃ → 高 校 1 ･ 3 年 7 ･ 8 ･ 9 組 

Ｄ→ 中 学 1 ･ 2 ･ 3 年 

Ｅ → 高 校 2 年 全 組 （ Ｄ Ｆ も  可 ） 

Ｆ→ 管 理 棟 

 

 

 

※ 第 １ 、 ２ グ ラ ウ ン ド へ の 階 段 は 絶 対 に 使 用 し な い （ 避  難  時  ） 。 
※ 第 ２ グ ラ ウ ン ド か ら 第 １ グ ラ ウ ン ド へ は プ ー ル 横 ～ 弓  道  場  方  向  へ  避  難  す  る  。  

※ 正 門 か ら 一 般 道 へ は 出 な い こ と が 望 ま し い 。 

※ こ の 避 難 経 路 は 標 準 的 な も の で あ り 災 害 の 状 況 に 応 じ て 身 の 安 全 を 第 一 に 考 え 選 択 し て く だ さ い 。 

1
8
 



 

避難経路 （ 正 門 周 辺 版 ） 
東 門

 

駐輪場 Ｎ 

駐輪場 

 
 

教  頭  ( 中  ) 2 学  年  主  任 

中  2 中  3 2 - 1   2 - 2   2 - 3  2 - 4  2 - 5   2 - 9   2 - 8   2 - 7   2 - 6 

 

中  1 

 

駐輪場 第１グラウンド 

 

 

1 - 1 

1 - 2 
1 - 3   1 

1 - 4   学 

1 - 5   年 

駐車場 

1 - 6  主  

1 - 9  任  

1 - 8 
1 - 7 

教 頭

( 高 ) 
正 門 

西教室棟   東教室棟  
3   学  年  主  任 3 - 8   3 - 7 

3 - 1   3 - 2   3 - 3   3 - 4   3 - 5   3 - 6   3 - 9 

 

 

 

第２グラウンド

 

 
テニス
コート 

 

テニ ス
コー ト 

倉

庫 
ハンドボール 
コート 

   

 

 

Ａ  → 高 校  1 ･ 3 年  1 ･ 2 ･ 3 組 

Ｂ  → 高 校  1 ･ 3 年  4 ･ 5 ･ 6 組 

Ｃ  → 高 校  1 ･ 3 年  9 ･ 8 ･ 7 組 

Ｄ  → 中  学 高 校 2 年 9 ～  6  組 

Ｆ →  高  校  2 年 5 ～  1  組 

    

 

 

プール 

部 室 

1
9
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５  （１）生徒在校中の地震と津波 

対応の手順  

 

地震発生

または 
緊急地震速報 

 
 

 

初期対応 
 

 

避難通報 

 

 

避難確認 

 

 
 
状況把握 

 

 

 
津波警報発令 

 

 

 

対応検討 

緊急対策

会 議 

 

 

 

 

 

 

 
 
事後処理 

 

生徒に対して窓際から離れ、机等の下に身を伏せ、身の安全を図るよう指示し、

出口の確保を図った後、生徒と同様に身を伏せ、揺れの収まりを待つ。 

 

震度・震源・被害情報・津波情報を収集、把握する。 

 

揺れが収まり、避難可能な状態であることを確認し、生徒・教職員の避難を通報

する。 
[校内放送で] （繰り返し放送する。） 

「いま、揺れが収まりました。本などで頭を守りながら、周囲にも十

分に気を付けて、速やかに○○へ避難しなさい。」 

 
＜停電になり、放送が使えない場合＞ 

避難場所について、校長が副校長(教頭)・教頭・事務長に伝えた後、第 

一職員室の教員は中学校教室と高校１年教室（南棟２階）、及びコンピ 

ュータ室、理科棟に避難場所について指示に走る。第二職員室の教員は高 

校２年教室（南棟３階）と高校３年教室（南棟４階）、及び書道室、美 

術室、音楽室、補習教室に避難場所について指示に走る。図書室職員は 

避難場所について連絡を受けたら、図書室にいる生徒に対し避難場所の 

指示をする。体育館、武道場にいる教員と生徒については、速やか 

に屋外に出て、まず安全を確保する。 

出席簿を携帯し、避難を開始する。 

担任は、避難場所に集合後、直ちに人数を確認し、学年主任に報告する。学年主 任は副

校長(教頭)・教頭へ報告する。（担任 → 学年主任 →副校長(教頭)・教頭）誘導係は、

逃げ遅れの生徒がいないか校舎・体育館・武道場・プール等を見回る。 

 

地震による被害の有無を調べ、状況を把握する。また周辺地域の被災状況、交通

機関や道路状況等も把握し、下校の安全を確認し、避難解除するかどうかを判断

する。二次災害の防止に努める。 

大津波警報発令、あるいは、海岸部から川沿いにかけて大津波被害発生時 

 

避難場所に待機させ、生徒に状況を伝える。 

※家族への心配等でパニックにならないように配慮して、状況を伝える。 

※雨天時は、倒壊等の恐れがなければ、校舎や体育館に生徒を移動させる。

災害情報を収集し、情報を把握した上で対応を検討する。 

※原則として、安全が確保されるまでは生徒は学校待機とする。（別紙１） 

（保護者の迎えがある生徒については、保護者とともに下校させる。） 
※津波の高さが２０ｍを超えると予想される場合は、もっと標高の高い場所（宮

崎西小学校等）に、速やかに徒歩で移動する。 

※その他、現在の状況、不足している情報収集のための方法確認、伝達手段の確

保、学校が緊急避難所となった場合の学校管理体制、当面の生徒の措置等につい

て検討する。 

今後の対応について、全職員・生徒に伝えるとともに家庭との連絡を行う。 
 

生徒が無事帰宅したかの確認を行う。

事故報告書等の作成を行う。 

留意事項 

・避難の際、保健室にいる生徒は養護教諭が、身体の障がいや怪我などで不自由な状況の生徒等は、学級担

任または教科担当者が避難させる。 

・学校が緊急避難場所として地域住民が避難してくる場合がある。 

・教職員は、地域の対策本部や救援組織と連携した援助活動を求められる場合がある。 
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事故災害時の保護者への引き渡しマニュアル（別紙１） 

管 理 職 教 師 保 護 者 

 

 

 

 

・下校等 

の判断を 

下す 

・帰宅か

保護か 

・集団下校か

引き渡しか 

 

 

 

 

 
  保護者への連絡  

 

 

・あらかじめ定めた連絡

方法で時間、場所等を知

らせる。 

・保護者不在の生徒への

配慮 

 

 

 

 

 
引き渡しの実施 

・本人確認、保護者（引

取者）の身分を確認して

引き渡す。 

(身分が確認できない場合

は原則引き渡さない) 

・連絡が付かない生徒は

待機させる。  

引き取りに学校

 

保護の継続 

(連絡がつかない場合) 

・連絡の努力

校区の状況把握 

◆引き渡し実施上の留意点◆ 

○引き渡した教職員、引き取った保護者ともに引き渡し名票に確認の署名を行う。 

○保護者の迎えが遅くなっている生徒の精神的ケアに努める。 

・連絡網等による

連絡 

・ﾒｰﾙによる一斉も

同時に行う 

・通学路とその周辺の被
害状況 

・校区内の家屋の損壊 

・交通機関 

学 校 災害 対策 本部(保護者連絡班) 

被害状況把握  

・施設の被害状況調査 

・安全確認、危険箇所の

立入禁止措置 

情報提供 
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５  （２）登下校時及び校外学習時の地震と津波 

対応の手順  

 
地震発生 

大津波警報

発 令 

 

 

 
初 期 対 応 

 

 
状況把握 

 

 
対応検討 

 
緊急対策

会 議 

 

 

事後処理 

 
＜登校時＞ 

○ すでに登校し、校内にいる生徒については（１）と同様の対応をする。 

○ 状況判断しながら、可能限り早期に次のことに取り組む。 

・緊急連絡網等を使って、職員の安否を確認する。 

・まだ登校していない生徒について、家庭に連絡し生徒の所在と安否を確認す

る。（すでに家を出ている場合は、学校と家庭のいずれかで本人の所在及び

安否が確認できた段階で連絡を取り合い、情報を共有する。） 

・所在が確認できない生徒については、登下校時の緊急避難場所調査表を元に職員で

手分けし学校周辺や通学路等を可能な範囲で捜索する。その際、捜索する側の

安全面や避難活動の妨げにならないこと等に十分配慮する。 

＜下校時＞ 

○ まだ校内にいる生徒・職員については（１）と同様の対応をする。 

○ 状況判断しながら、可能限り早期に次のことに取り組む。 

・緊急連絡網等を使って、職員の安否を確認する。 

・すでに下校した生徒について、家庭に連絡し生徒の所在と安否を確認する。 

（まだ家に帰り着いていない場合は、学校と家庭のいずれかで本人の所在及び

安否が確認できた段階で連絡を取り合い、情報を共有する。） 

・所在が確認できない生徒については、登下校時の緊急避難場所調査表を元に職員で

手分けし学校周辺や通学路等を可能な範囲で捜索する。その際、捜索する側の

安全面や避難活動の妨げにならないこと等に十分配慮する。 

＜校外活動＞ 

・引率者と連絡を取り、生徒・職員の安否を確認する。 

・津波の恐れがある場合は、速やかに近くの高台やビルの最上階等に避難するよ

う指示する。 

・連絡網やメールを活用し、生徒の状況について家庭に第１報を入れる。 

 

○ 最新の情報を収集するとともに、関係機関と連絡を取り、周囲の被災状況や危険個

所等について把握する。 

 

○ 現在の状況、不足している情報収集のための方法確認、伝達手段の確保、学校が 

緊急避難所となった場合の学校管理体制、当面の生徒の措置等について検討し、

今後の基本的な方針を立てる。 

○ 危機管理マニュアルを確認し、今後の連絡方法や職員の役割分担、家庭への連絡

のあり方等について再度確認する。 

 

○ 被害状況の最終確認をする。 

○ 事故報告書等の作成をする。 

留意事項 

・自宅に１人でいる場合や登下校の際に地震や津波が発生した場合に、生徒が自らの判断で適切な行動が

とれるように、避難訓練等の場を活用して具体的に指導するとともに自宅や通学路からの避難場所や避難

経路等について、平素からシミュレーションさせるなど、機会あるたびに指導しておく。 

・校外学習を計画する際は、地震・津波等の災害の発生を想定し、避難場所や避難経路を確保する。 
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５ （３）休日や勤務を要しない日の地震と津波（学校が休みで、周辺地域に被害の発生が予想されるとき） 

対応の手順 

 
地震発生 校長、副校長(教頭)、教頭、事務長は、学校に連絡を取り、在校する職員（いない 

大津波警報 場合は警備員）から、職員の出勤状況、生徒の登校状況、被害の状況等を把握する 
発 令 とともに、（１）と同様の対応をするよう指示する。 

 
校長、副校長(教頭)、教頭、事務長で連絡を取り合い、情報を共有するとともに、

初期対応 対応を検討する。 

在校する職員（または警備員）と適宜連絡を取り、常に状況を把握する。 

 

状況把握 安全が確認された後、校長、副校長(教頭)、教頭、事務長は出勤し、被害の状況を

把握する。出勤途中に地域周辺の被害状況について概況を把握しておく。

地域の対策本部に問い合わせして、交通機関や道路の状況を把握する。 

状況に応じて、関係職員に出勤を要請する。 

連絡網を使って生徒や職員の安否、及び被災状況を確認する。

報 告 現在の状況について県教委への関係機関へ第一報を入れる。 

現在の状況確認し、不足している点の情報の収集・方法確認、伝達手段の確保、緊
緊急対策   急避難場所となった場合の学校管理体制、生徒・職員への連絡等、今後の対応につ  

会議     いて話し合い決定する。 

連絡網やメールを使って職員・生徒に必要事項を連絡する。

県教委等、関係機関に今後の対応について報告する。

当面の生徒の措置、出勤不能の職員の措置等 
 

事後処理 報道機関との対応や情報の処理等を行う。

事故報告書等の作成を行う。 

留意事項 

・学校は、緊急避難場所として地域住民が避難してくる場合がある。 
・教職員は、地域の対策本部や救援組織と連携した救助活動が求められる場合がある。 

 
地震対応記録 

１．地震沈静後の点検事項 
 点 検 項 目 確 認  点 検 項 目 確 認 

１ 火災発生の危険性  ７ 落下物等の散乱による危険性  

２ ガラスのひび割れと落下の危険性  ８ 電気配線等の断線状況  

３ 外壁等の破損落下の危険性  ９ 照明器具落下の危険性  

４ 校舎自体の傾き・危険性  10 水道管・ガス管の破裂等  

５ 校舎内の床の異常や危険性  11 室内の設備、物品等の状況  

６ 校舎内外の敷地のひび割れ  12 出入り口・窓等の開閉の確認  

 

２．緊急対策会議 ３．各市町村災害対策本部との連絡 
(1) 校内の被災状況確認 宮崎市役所 ☎ ２５－２１１１ 
(2) 教職員の被災状況確認 佐土原総合支所 ☎ ７３－１１１１ 
(3) 生徒の被災状況把握の方法 田野総合支所 ☎８６－１１１１ 
(4) 情報収集の方法 清武総合支所 ☎ ８５－１１１１ 
(5) 伝達手段の確保（生徒・職員） ※ その他、中高生が居住している市町村 
(6) 当面の生徒の措置 の災害対策本部との連絡を取り、情報を 
(7) 出勤不能の職員の措置 収集すること。 
(8) 学校復旧作業の検討 
(9) その他、必要な活動・対策等 
(10) 緊急避難場所の場合の学校管理体制 
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６ (1)生徒が在校中のその他の自然災害 

（周囲の状況並びに気象情報等により、自然災害の発生の恐れが予想される場合） 

対応の手順  

 

自然災害の予測 

 

火山噴火、高潮、台風、洪水、竜巻及びそれにともなう災害発生の予測 

 
初期対応 情報収集 

 
生徒の通学路や交通機関の安全についての情報を収集する。 

 テレビ・ラジオ・インターネット等から気象情報を収集する。 

 

臨 時 対応協議 

 

情報の整理・確認を行い、生徒の処置（下校時刻、方法、指導事項等） 

職員会議 について検討する。 

 

生徒下校 

 

地域の状況を把握し、保護者との連絡を取るなどして下校時の安全を 
 確保する。 
 生徒に対して細心の注意を払い下校するよう指導する。 

 

報 告 

 

関係機関への連絡 

 

緊 急 

 

現状の確認、不足する情報収集の方法確認および検討、伝達手段の確保 

対策会議 緊急避難場所になった場合は学校管理体制、当面の生徒の措置、出勤不 
 能の教職員の措置等 

 

事後処理 

 

情報の整理・まとめ、報道機関等との対応 
 事故報告書等の作成 

 

ＪＲ九州・宮崎駅：0985-23-3454 

 

宮崎交通・バス案内センター：0985-51-5153 

 

国土交通省・九州地方整備局・宮崎河川国道事務所：０９８５－２４－８２２１ 

国土交通省・宮崎出張所：０９８５－２２－７３６２ 

都城出張所：０９８６－２３－２９４８ 
日南国道維持出張所：０９８７－２３－１８４６ 
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６ (2)休日や勤務を要しない日のその他の自然災害 

（周囲の状況並びに気象情報等により、風水害発生の恐れが予想される場合） 

対応の手順  

 

自然災害の予測 

 

 校長・副校長(教頭)・教頭・事務長は、出勤して被害の状況を把握する。 
 可能な場合は職員に出勤を要請する。 

 
初期対応 情報収集 

 
安全を確認し、二次災害の防止に努める。 

 生徒の通学路や交通機関の安全についての情報を収集する。 テ 
 レビ・ラジオ・インターネット等から気象情報を収集する。 

 

臨 時 対応協議 

 

情報の整理・確認を行い、生徒の処置（下校時刻、方法、指導事項等） 

職員会議 について検討する。 
 自宅待機、臨時休校の措置をとる場合、連絡網により連絡する。 
 災害が発生している場合は、保護者との連絡を取るなどして地域の状況 
 を確認する。 

 

報 告 

 

関係機関への連絡 

 

緊 急 
 
現状の確認、不足する情報収集の方法確認および検討、伝達手段の確保 

対策会議 緊急避難場所になった場合は学校管理体制、当面の生徒の措置、出勤不 
 能の教職員の措置等 

事後処理 
 
情報の整理・まとめ、報道機関等との対応 

 事故報告書等の作成 
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風水害被災時の対応記録 

１ 現在発表されている気象情報等（令和 年 月 日 曜 時 分現在） 

発令されている警報・注意報 
 

 

 

台風情報 

位置（東経 度、北緯 度）、気圧（ ｈＰａ） 

最大風速（ m/s）、進路と速度（  へ毎時 km） 

最大接近予想時刻（ 月 日 時頃） 

ニュース等から得られる

今後の予想状況 

 

 

 
２ 通学路の状況 

 

 

交通機関 

 

 

 

進路状況 

 

 

 

予想される災害と

その場所 

 

 

 
３ 臨時職員会議 

(1) 現在の状況の確認 

 
(2) 生徒の措置 

① 在校時 ② 在宅時（校長・副校長(教頭)・教頭・事務長間協議） 

ア 生徒下校の時期 ア 生徒の措置 

イ 下校の方法 （臨時休校、始業を遅らしての登校、自宅待機） 

ウ 下校時の指導事項 イ 教職員の措置（出勤、自宅待機、指定時刻出勤） 

エ 保護者への連絡 ウ 生徒・保護者への連絡
エ 教職員への連絡 

 

(3) その他 
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弾道ミサイル飛来に伴う学校の対応について 

 
１．情報の伝達について 

 
弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合、ラジオ・テレビ・スマートフォン

等の媒体を介してミサイル発射等の情報が伝達されます。冷静かつ適切な対応を

お願いします。 

 

 
２．生徒の避難について～子どもさんに伝えてください～ 

 
「屋内避難の呼びftけ」があった場合の避難方法は次の通りです。 

①できるだけ近くのコンクリート造りの建物に避難してください。 

②ミサイルが着弾した直後については、外に出ないで屋内避難を続けてくださ い。

被害の内容が明らftになったら、新たな指示が伝えられるので従ってくださ い。 

 
※登校後に「屋内避難の呼びftけ」があった場合は、学校で避難行動を取ります。 

※登下校中に「屋内避難の呼びftけ」があった場合は、各自が避難行動を取るように

子どもたちに伝えてください。地域の皆様の、見守り・避難誘導等の協力もお願いいたし

ます。 

 

冷静に行動できるよう、心の準備をお願いします 
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〜   行政からの指⽰に従って、落ち着いて行動してください〜  

 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

【屋外にいる場合】 

○近くのできるだけ頑丈な建物や地下街などに避難する。   

メッセージが流れたら、直ちに以下の行動をとってください。 

○近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守る。   

【屋内にいる場合】 

○できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。   

○弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾します。   

○ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Ｊアラートを活用し  

て、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急 

速報メール等により緊急情報をお知らせします。 
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１ ⽣徒が PCR 検査陽性だった場合の流れ    

    

※校⻑の指揮、指⽰のもと進める    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

１  

   

管理職で情報共有    

・校⻑、副校⻑、教頭、事務⻑で対象⽣徒の状況を確認    

   

・すぐに下校させる範囲、下校指⽰時刻の検討    

２  県教委へ第一報    ・⾼校教· 課···（０９８５）２６−７２３７    

   

   

   

３  

   

   

   

管轄保健所へ連絡    

＜報告事項＞保健所の質問に答える形で    

宮崎市保健所···（0985）29 ｰ 5286     FAX(0985)29-5208    

・性別、氏名等⽣徒の情報        

・下校について    

＜指⽰を仰ぐ事項＞    

・用意すべき書類の確認    

・消毒が必要か否か（必要な場合、場所と方法の確認）    

※ 業者に依頼するか否かは財務福利課に相談    

   
   

４  

   
   

職員への伝達内容と時間の検討    

・指揮系統、連絡系統    

・消毒を行う場合はその場所と方法    

・⽣徒下校時間・指⽰方法、マメール発信時間    

・保健所提出資料の分担、締め切り時間    

   

５  

   

臨時の職員連絡会    

    

・県教委と保健所からの指⽰、伝達    

    

   

６  

   

下校指⽰    

   

・学級担任からの補足    

   

   
   

７  

   

   
   

保健所や県教委との協議    

＜保健所＞    
・濃厚接触者 PCR 検査実施の確認（どこで誰が実施するの
か）    

・学校再開可能日、提出書類の確認    

＜県教委＞    

・報告書類メール添付送付    

・臨時休業期間の確認等    

   

８  

   

消毒作業    

・保健所の指⽰に則って行う（前例踏襲としない）    

・財務福利課担当に業者による消毒実施日及び消毒箇所に

ついて協議（職員による消毒が基本）    
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２ 提出を求められる可能性のある資料    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

NO   

   

資料分類    

   

提出を求められるもの    

   

備考    

   

役割分担    

   

送信方法    

   

提出先    

  

   

1    

  

   

⽣徒名簿    

  

  
陽性反応の⽣徒が関
係するクラス名簿、
部活名簿    

   

項目：学科、学年、性

別、氏名、ふりがな、 

⽣年月日、出身中、 
居住市町村名、現住

所、クラス、出席番   

号    

  

  

   

担任、
部顧問    

  

  

   

ＦAＸ、    

電子データ    

  

   

保健所    

   

   

   

2    

   

   

   

行動履歴    

   

   

   

新型コロナウイルス
感染症報告【様式１】    

   

項目：報告月日、報
告者、学科、学年、性
別、氏名、出身中、居
住市町村、検査日、
経緯・症状、登校の
最終日、結果、結果
判明日    

担 任 聴 き

取りの上、

管 理 職 と

り ま と め

NO１「⽣徒  

名簿」の項目

へ 流 用 で き

るように    

   

   

   
電子データ    

   

   

⾼校教· 課    

（ その他からも 

指⽰により提出

求められる場合

がある）    

   

3    

   

職員名簿    

   

全職員分    

A４版    

（学校要覧掲載を流   

用）    

   

事務    

   

ＦAＸ    

   

保健所    

   

4    

   

座席表    

   
陽性反応の⽣徒が関
係する座席表    

   

ＨＲ授業、移動教室、
定期考査時、調理実
習時等    

   

担任、  

教科担任    

   

ＦAＸ    

   

保健所    

   

5    

   

校内図    

   

教室配置図、平面図   

   

A４版    

（学校要覧掲載を流用）   

   

事務    

   

ＦAＸ    

   

保健所    

   

6    

   

時間割    

   

⽣徒時間割、
教師用時間割    

   

A４版に分割    

   

教務    

   

ＦAＸ    

   

保健所    

   

7    

   

健康観察簿    

   

クラス健康観察簿    

  

保健室で管理    

日頃の記録を徹底    

   

養護教諭
担任    

   

ＦAＸ    

   

保健所    
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＜生徒の出席停止の取り扱いについて＞ R４．２．２１ 改定 

①生徒本人の 
発熱等症状 

②生徒本人の 
登校不安 

③生徒本人が濃厚接触者 
（PCR 検査受検） 

④生徒本人が 
陽性 

出席停止 
（◇校長判断） 

出席停止 
（◇校長判断） 

出席停止 
（◇校長判断） 

出席停止 

◇  明らかに他の要因

がある場合は出席停止

としない。 

 
症状がなくなるま

では休日の部活動等

への参加もさせない

ようにする。 

◇  地域レベルがオレ 

ンジ圏域以上の場合は席

させたい事情を聴取し た

上で出席停止の扱い

とする。 

◇  任意で家族又は生徒

が検査を受ける場合、も出 

席停止の扱い 

にすることができる。 

○ 濃厚接触者として受けた検査が陰性の場

合、保健所等から指示された期間は出席停

止。 

 
◇ 濃厚接触者が特定される前段階の「要健康

観察者」等としての自宅待機期間、医師または

保健所の指示により PCR 検査を受検し、陰性

が判明するまでの期間も出席停止 

として扱う。 

様式１にて報告 

○ 出席停止期間

は保健所等の指

示による。 

⑤生徒の同居家族 
の発熱等症状 

 

⑥生徒の同居家族が 
濃厚接触者（PCR 検査受検） 

⑦生徒の同居 
家族が陽性 

出席停止 
（◇校長判断） 

出席停止（◇校長判断） 出席停止（③④ 
となることを想定） 

○ 文科省マニュアル

のレベル２以上の場

合は出席停止。 

◇ 地域レベルがオレン

ジ圏域以上の場合は、

症状がなくなるまで出

席停止。(休日の部活動

についても同様) 

◇ 濃厚接触者となった家族のPCR  検査結果が ○ 出席停止期間

は保健所等の指

示による。 

陰性と判明するまで出席停止の扱いとする。 
 

◇ 地域レベルがオレンジ圏域以上の場合

は、家族が濃厚接触者に特定されていなく

ても医師等の指示によりPCR 検査を受検す

る場合、その家族の陰性が判明するまでの

間、生徒は出席停止の扱いとする（緑・黄

圏域の場合、生徒は登校可）。 

※上記内容に限らず、対応等が難しい場合は速やかに管理職に相談すること。 

 

＜国と県の指標比較（参考）＞改訂版 

文科省マニュアル 国（政府分科会）の指標 県の警報段階と発令目安 

 

レベル３ 
レベル４ 
（避けたいレベル） 

緊急事態宣言（国レベル３相当） 

国レベル３と同等の医療逼迫に至る恐れがある場合 

（感染状況や関係指標を総合的に判断） レベル３ 
（対策を強化すべきレベル） 

レベル２ 
レベル２ 

（警戒を強化すべきレベル） 

感染拡大緊急警報（国レベル２相当） 

国レベル２と同様の医療逼迫に至る恐れがある場合 

（感染状況や関係指標を総合的に判断） 

 

レベル１ 

レベル１ 

（維持すべきレベル） 

特別警報（黄圏域が３～４つ以上/オレンジ区域か赤 

圏域が１つ以上） 

警報（黄圏域が１～３つ） 

レベル０ 

（感染者０レベル） 

持続的な警戒（全ての圏域が緑） 
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【様式１】 
 

新型コロナウイルス感染症についての相談・通報報告書 
 

報告日  令和 年 月 日（ ） 

報告者        

相談・通報日時 令和 年 月 日（ ） 
 

相談・通報者    
 

対象生徒 年 組 番 氏名（ ） 
 

【内容】 

※時系列で記入する。 

【現在の状況】 

 
 
〔連絡体制〕 

○ 生徒・保護者の場合 保護者 → 担任 → 学年主任 → 副校長（教頭）・教頭 → 校長 → 

○ 教職員の場合 教職員 → 副校長・教頭 → 校長 → 

   

教職員課 
高校教育課 

日 時 内 容 

陽性者 



 

  

 

○○○○（⽣徒名）に関する行動履歴等について  

 

１   普通科   ・   理数科   ・   附属中 年 組 男・女 氏名  

２   出身校 中学校・小学校  

３ 通学手段  

４ 部活動  

５ 家族構成（同居状況）  

６     症状の有無    症状がある場合には具体的な症状（発熱、咳・のどの痛み、関節痛など）可能であれば家族の健康状況も  

 

７ 検体採取の日時・場所  

 

８  行 動  履  歴（症状出現の２日前から）  

【様式２】  

宮崎⻄⾼等学校・宮崎⻄⾼等学校附属中学校  
 

報告年月日 年 月 日

報 告 者  

 

 

 

 

例  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

陽性判明日  

3
3
3
6
 

  

月日  
本人の行動（具体的な行動歴）  接触者  

（曜日）  体温(℃)  自覚症状  具体的な症状  時間帯  場所  換気状況  活動内容  マスク着用  ⽣徒  マスク着用  職員  マスク着用  

   

11月16日  

 

 

（月）  

（朝）    

  

無 

 

 

・ 

 

 

有 

 

８：４5〜  

１２：３5  

   

教室  

各時間１０分

間の換気 

冷暖房なし  

  

数学、国語、英語、公⺠の授業  

   

○  同じ学級の３８名の⽣徒  

⇒氏名及び座席表を別添で提出  

△  

一部未着用の⽣  

徒・時間帯あり  

山 田

田 中

佐 藤

鈴木  

   

全員○  

（夕）    

１２：３5〜１3：2０ 

   

教室  
   

換気実施  
  

昼食(グループを作らず一人)  

   

×  
   

上記⽣徒の他２組のＡさん  
   

×  
  

該当者なし  

   

−  

 （朝）  
  
無 

 

・ 

 

有 

          

（夕）           

 （朝）  
  
無 

 

・ 

 

有 

          

（夕）           

 （朝）  
  
無 

 

・ 

 

有 

          

（夕）           

 （朝）  
  
無 

 

・ 

 

有 

          

（夕）           
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７ 問題行動への対応 

（１）校内暴力（生徒相互の場合） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）校内暴力（対教師暴力） 

 

 

 

 

 

対応の手順  

 

暴力発生 
 

 

事情聴取 

 

保護者連絡 
 

 

指  導 

 

 

校内連絡 
 

 

事後処理 

（発生と発覚は同時でない場合がある）傷害が発生した場合は、校内の生徒

の事故と同様の対応をして、以下の措置をとる。 
 

双方の生徒に事情を聞き、事件に発展するまでの経緯や暴力の事実関係につ

いて把握をする。 
 

事件の全容、学校がとった措置等(事情聴取と指導)について双方の保護者に

連絡をし、今後の指導について理解と協力をお願いする。誤解や感情のもつ

れ等がないよう、配慮した言動をとる。管理職は直ちに対応する。 

 

暴力はいかなる場合でも許されない行為であることの指導をし、双方の言い

分に対するきめ細かな指導を行う。 
 

事件の全容並びに指導の経過等について校長・副校長（教頭）・教頭等に報

告し、全職員にも今後の指導の協力を要請する。 
 

関係機関への連絡（校長が判断し、連絡するかどうかを決定する） 

報道機関等への対応 

事故報告書等の作成 ［注意］賠償・補償問題については、学校側は

再発防止策等の検討  関与しない。 

 

対応の手順  

 

暴力発生

事情聴取 

 

 

職員会議 

 

 

保護者連絡 

 

 

事後処理 

 

 

生徒指導担当(主として生徒指導主事)が当該生徒に対して、教育相談的に事 情

を聴取する。（事情聴取に当たっては、慎重に行う）当事者の教職員につ い

ては、校長（副校長（教頭）・教頭）が事情を聞く。教職員が病院へ行く 必

要があるときは、教職員の校内事故に準じて対応し、その後に事情を聞く。 
 

聴取した事情等から事件の全容を確認し、今後の対応のあり方（生徒への対

応、職員の留意点）について検討し、全教職員協力して指導に当たっていく

ことを共通理解する。 
 

事件に至るまでの経緯を含めた全容について知らせ、今後の学校の指導につ

ての理解を求め、協力を要請する。 

 

関係機関への連絡（校長が判断し、連絡するかどうかを決める。） 

報道機関等への対応 ＊被害届を出すか否かについては、生徒の人権にも事故

報告書等の作成    配慮し、校長が判断する。保護者に対しても十分再発防

止策等の検討 な説明が必要となる。 
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暴力対応の記録 

 

被害者氏名 

 

(男・女) 

 

生徒の場合 

 

学年・級 保護者名 

中学 ・ 高校 

住 所 
 

電話番号 
 

 

 

加害者氏名 

 

(男・女) 

 

生徒の場合 

 

学年・級 保護者名 

中学 ・ 高校 

住 所 
 

電話番号 
 

 
 

事件発生の

日 時 

令和 年 月 日（ 曜日） 

午前 ・ 午後 時 分 

発生場所 
 

搬送先病院

及び容体等 

 

 

 
事件発生の

原因となっ

た状況 

被害者からの聴取内容 加害者からの聴取内容 

  

暴力事件に 
 

 
至った背景 

 

 
今後の指導

について 

 

生徒の場合

保護者連絡 

 

 

 

特記事項 
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⑶ いじめ対応の記録 
 

氏 名 性 別 クラス 担任氏名 保護者氏名 連絡先電話番号 

被 

害

者 

 
男・女 

    

 
男・女 

    

 男・女     

 男・女     

加

害 

者 

 
男・女 

    

 
男・女 

    

 
男・女 

    

 
男・女 

    

いじめ発生

の日時 

 

発生 場所 
 

 

 
いじめ発生

の原因とな

った状況 

被害者からの聴取内容 加害者からの聴取内容 

  

 

 

いじめに至

った背景 

 

 
 

今後の指導

の留意点 

 

 
保護者への

連絡状況 

 

 

特記事項 
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（４）盗 難 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

対応の手順  

 

盗難発生 
 

 

初期対応 

 

 

 

状況調査 

 

 

 

(警察へ連絡) 
 

 

状況報告 

 

 

事後処理 

 

生徒・教職員から盗難の届出がある。 

 

届出を受けた教職員は、生徒の場合には、生徒指導主事に教職員の場合は、教頭 

・副校長（教頭）と生徒指導主事に連絡する。（副校長・教頭→ 校長） 

（盗難にあった物品、あるいは金銭の場合は金額、さらにその時間帯、場所およ

び保管方法等の状況について） 

＊学校の備品等が盗難にあった場合は、事務長にも連絡する。 

生徒支援部を中心に盗難の状況を調査し、被害状況を把握する。全教職員にも報

告し、協力を依頼する。（学校の備品等が盗難にあった場合は、事務長もしくは

事務主任も調査に加わる。） 

 

盗難の状況によっては、被害状況をまとめた上、警察署に連絡する。 

 
 

盗難にあった物品の数量・金額、あるいは金銭の場合は、金額等について、その時

間帯・場所および保管方法等の状況等の状況について取りまとめる。 

 

保護者への連絡、再発防止等の検討 

（全校集会・職員会議を開くなどして、生徒や職員に再発防止のための注意を

促す。） 

留意事項 

（予防措置に付いての指導もする） 

① 所持品への記名の徹底。 

② 自転車、バイク等の施錠の徹底。自転車は、二重の施錠の徹底。 

③ 高額な物品や高額のお金を持ってこさせない指導の徹底。 

④ 貴重品の管理の徹底。（教室等に置いたままにしない。貴重品袋の活用。） 

⑤ 学校に不要な物を持ってこさせない指導の徹底。 

⑥ 書店・駅等でカバン・サブバッグ類を放置しない指導の徹底。 

⑦ 教職員は、職員室の机の中などに金銭類を保管したまま退庁しないことの徹底。 
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盗難事件対応の記録 

 

被害者

氏 名 

  
生徒の

場 合 

中 ・ 高

年 組 

担任

氏名 

 保護者

氏 名 

 

電話番号 
 

保護者との連絡状況 
 

 

盗難発生の 

 

日 時 

 
令和 年 月 日（ 曜日） 時 分 

盗 難 場 所 
 

 

 

 

盗 難 の

被 害 

状 況 

１．盗難のあった物品（ ）（ ） 

 

２．盗難にあった金額（ 円 ） 

 

３．保管状況 
 

 

４．目撃者の有無 （ 有 ・ 無 ） 

 
 

そ の 他

施 設 等 の

被 害 状 況 

 

 

 

 

 

 

対 応 状 況 

 

 
警 察 へ の

届出の 有無 

 
 

有 ・ 無 （理由： ） 

 
 

特 記 事 項 
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（５）万引き、窃盗、恐喝 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

対応の手順  

 

事件発覚 

 

 

初期対応 

 

 

 

状況調査 
 

 

保護者への連絡

警察署への連絡 

 

状況報告 

 

 

事後処理 

 

万引きについては、店の方から連絡があり、発覚する場合が多いと思われる。 

（店からの連絡があった時点で、保護者にも連絡する。） 

 
 

被害にあった物品、金銭の場合は金額、時間帯、場所等の状況について、教頭 

・副校長（教頭）あるいは校長・事務長に報告する。 

被害者（加害者）が生徒の場合は、生徒指導主事にも連絡する。 

 
 

事件の状況を事情聴取し、状況を把握する。 

 
 

保護者に事件の概要を連絡する。万引きの場合は、店の方へ謝罪に行ってもら

う。事件の内容によっては、状況を取りまとめた上、警察署に連絡する。 

 

物品の数量・金額、金銭の場合は金額等について、その場所・時間帯および事

件の状況について、整理してまとめる。 

 

加害者（被害者）への対応。 

関係機関等への連絡 報道機関等との対応

事故報告書等の作成 再発防止策等の検討 

留意事項 

・保護者を召喚し、学校側の指導内容・方針を知らせ、今後の指導の協力を要請する。 

・全教職員へ聴取した事情を説明し、今後の対応について理解を求める。 
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万引き・窃盗・恐喝事件対応の記録 

 

加害者氏名 
  

 

生徒の場合 

ク ラ ス

保護者名 

中・高 年 組 

電話番号 
 

保護者との連絡状況 
 

 

被害者氏名 
 

年齢 
 

電話番号 
 

住 所 
 

 

事件発生の 

 

時 刻 

 

令和 年 月 日（ 曜日） 時 分 

事件発生場所 
 

 

 

 

 

 
事 件 の

状 況 

 

 
警察署への

連絡の有無 

 

 

 

 
対応状況 

 

保護者との

連絡状況 

 

 
 

特記事項 
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（６）喫煙・飲酒 

対応の手順  

 

事件発覚 
 

 

報 告 

 
 

事情聴取 

 

 

生徒指導課会 
 

 

保護者への連絡 
 

 

事後処理 

 

 

 

発見した場合または連絡を受けた場合には、生徒指導主事を通して校長・副校長 

（教頭）・教頭へ報告する。（学級担任にも） 
 

問題行動のあった事実を保護者に対して知らせ、今後の指導への協力をお願いす

る。当該生徒に対しては生徒支援部生徒指導課が事情聴取する。 
 

聴取した内容をもとに臨時の生徒指導課会を開き、今後の対応（生徒への指導、

指導上の留意点等）について検討し、全教職員が協力して指導に当たることを共

通理解する。（指導方法については、校長の決裁を得る。） 

 
 

保護者召喚の形をとって、今後の指導について知らせ、学校の指導について理解

を求め家庭の協力を要請する。 
 

再発防止等の検討 

 

喫煙・飲酒事件対応の記録 

クラス 
中 ・ 高 

年 組 番 
氏名 

 
性別 男・女 担任氏名 

 

保護者氏名  電話番号  備考  

 

事件発生日時 令和 年 月 日（ 曜日） 時 分 

事件発生場所 
 

 

 
 

事件の発生状

況または原因 

 

 

 

対 応 状 況 

 

保護者への

連 絡 

 

 

特 記 事 項 
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（７）性非行（被害・加害） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

対応の手順  

 

事件発生・発覚 
 

 

報告・対応 

 

 

事情聴取 

 

 

 

 

 

 

家庭へ連絡 

 

 

生徒への

継続的指導 

 

全校生徒

への指導 

 

 

関係機関

との連携 

 

 

 

事実を知った教職員は、担任・生徒指導主事・教頭・副校長（教頭）・校長に

報告する。担任・生徒指導主事を中心に、その対応方法を検討する。 

 

事情聴取する場合、可能な限り同性の教職員が担当する。性被害者の場合は、

特に、その心情に配慮しながら聴取する。人権保護の観点より、関係者以外に

情報が漏れないように配慮する。性の問題に関する特別指導は、方法等につい

て十分に考慮すること。 

① 生命の尊さ、人としての在り方・生き方 

② 法律的な問題 

③ 健全な男女交際の在り方 

 

生徒の人権の保護や心理的な面等について配慮しながら、保護者と十分に連携

して一体となった指導を行う。 

 

担任、生徒指導主事、保護者（場合によっては、養護教諭、教育相談係も加わ

る）で、観察指導を続ける。 

 

該当生徒の人権の保護に留意しながら、全校生徒を性被害の危険から守り、ま

た、性非行の加害者にならないよう指導をする。また、事例に応じてパンフレ

ットの配付、ＬＨＲ、学年集会、全校集会、男女別集会等の計画を立てる。 

 

性教育の専門家の派遣依頼については、県教委の指導のもと、関係機関との連

携に努める。 

性被害の防止や性非行の状況等については、警察署の生活安全課と情報交換を

する。 

留意事項等 

（性に関する問題行動例） 

事例  ① 携帯電話、インターネットの利用 

② 援助交際、不純異性交遊（本校生徒間、本校生徒と校外者、買売春等） 

③ 性被害、性非行（痴漢、婦女暴行、猥褻行為等） 

④ その他（ストーカー、声かけ事案、妊娠等） 
 

（その他の注意） 

① 性に関することは、誇張されて噂になりがちなので、慎重な対応・対策が必要である。情報の管

理にも十分配慮すること。 

② 事件の再発を防止するために全校生徒に注意を促すとともに、保護者（場合によっては地域の住

民や警察）に協力を要請する。 

③ 声かけ事案については、被害が他校にも広がる恐れがあるので、発生の情報は速やかに警察に連

絡し、防止対策を取ってもらう。また、周辺の小中学校へ連絡をする。 
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性に関する問題行動（被害・加害）対応の記録 

発生・発覚日時 令和 年 月 日（ ） 時 分 対応者 
 

発

生

発

覚

の

状

況 

 

 
 

関

係

す

る

生

徒 

氏 名 
 

性別 男・女 
中・高

クラス 

 
担任名 

 

保護者名 
 住所

電話 

 

氏 名 
 

性別 男・女 
中・高

クラス 

 
担任名 

 

保護者名 
 住所 

電話 

 

 

 

 

 

事件の概要 

 

 

 

 

今後の指導 
 

 
について 

 

 
 

保護者への

連絡・関係

諸機関との

連携 

 

 

 
 

備 考 
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（８）体 罰 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応の手順  

 

体罰発生 

 

初期対応 

 

事情聴取 
 

 

謝 罪 

 

 

 

 

今後の対策 

 

 

 

事後処理 

 

（保護者からの連絡等により発覚する場合もある。） 

 

発生があった場合は、直ちに校長・副校長（教頭）・教頭に報告しなければなら

ない。 
 

体罰を与えた職員に対して、校長・副校長（教頭）・教頭は速やかに事情聴取を

する。 
 

管理職は、当該職員と共に保護者宅を訪問し、体罰行為について謝罪する。 

（理由はどうであれ、体罰は絶対に許されない。言い訳等は控え、保護者の意向

によっては説明する程度に止める。） 

＊暴力、いじめ、体罰等は、謝罪だけでは終らない場合がある。誠意を尽くし慎

重に対応する。 

 

必要な会議を開き、今後の対応について検討する。体罰の実態、それに至った背

景等、指導の在り方と留意点、他の保護者や生徒への対応・指導、報道機関への

対応について協議する。 

 

関係機関等への連絡（校長が判断し行う。） 

報道機関等への対応。 

事故報告書等の作成。

再発防止策等の検討 
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体罰対応の記録 

被害者

氏 名 

 

(男・女) 
中・高

クラス 

 担任

氏名 

 保護者

氏 名 

 

住 所 
 電話

番号 

 

 

加 害 者

職・氏名 

 

体罰発生の

日 時 
令和 年 月 日（ ） 時 分 

発生場所 
 

搬送先病院

及び容体等 

 

 

 

 

事件発生の 

 

 
原因となっ 

 

 
た状況 

被害者からの聴取内容 加害者からの聴取内容 
  

 

 
体罰事件に

至った背景 

 

 

 
今後の対応 

 

 

の留意点 

 

 
保護者連絡 

 

 

特記事項 
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（９）不審者侵入 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

対応の手順  

 

不審者発見 

 

初期対応 
 

 

 

応急処置 

 

 

校内連絡 状況把握 

避難指示 

 

警察への通報

緊急連絡 救急車要請の 

判断 
 

病院搬送 

 

 

 

状況調査 
 

 

状況報告 
 

 

 

事後処理 

 

 

発見者は直ちに最寄りの教職員に連絡するとともに、必ず複数で対応

すること。不審者には校外に出るよう説得し、可能ならば付き添って

移動する。危険を感じたら周囲に大声で知らせるとともに、安全を優

先し様々な手段を使って校内に知らせる。 
 

状況によっては、被害者の救命処置・応急処置を行う。

発見者は直ちに応援を求める。 

管理職・養護教諭等へ連絡する。 
 

不審者の動向を確認後、避難経路・避難場所を明確にし、避難指示を

出す。避難後に人数の確認。 

 

警察・救急車要請の電話をする。 

（学年、クラス、性別、氏名、傷病の程度等） 

保護者等への連絡（事故の状況、傷病の程度、搬送先病院名等） 
 

傷病の程度により養護教諭・学級担任、その他関係職員が、一人また

は複数で病院へ同伴する。 

病院から学校へ、当該者の状況を報告する。 

（到着時刻、生徒・職員の様態、治療の状況等） 
 

侵入場所、時刻、状況、原因、傷病の程度、保護者名、保護者との連

絡状況を詳細に調査把握する。 
 

関係機関への連絡、ＰＴＡ役員への連絡。

状況に応じ、保護者へ文書で連絡する。 

生徒の登下校、今後の対応。 
 

生徒および教職員へのケア。 

関係機関等への連絡。 報道機関等との対応。事

故報告書等の作成。 医療費・保険等の事務。再

発防止策等の検討。 

留意事項 

・保護者への連絡は、混乱させることのないように、事故の状況、傷病の状況、搬送先病院名、保

険証持参の件等、落ち着いて必要な事項を連絡する。 

なお、命に関わる場合には事故直後、そうでない場合には病院から傷病の程度の説明を受けた後

とする。 
 

・正当防衛は、余程の状況でない限り認められないので、加害者に対する対処は注意する。 
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【中学校不審者侵入対応】 

中学校については、中学生という発達段階及び教室の場所が北教室棟であることから、

不審者の侵入に対しては、１日の生活の中で下記のような対応を講じるものとする。 

・正門及び東門にて登校指導に当たる。（携帯電話持参） 

正門・・・・２人→ 部外者の校内立ち入りをチェックする。

東門・・・・２人→ 〃 

 
行動１ 

 

 

 

 

 
・朝の会及び授業中においては、学級担任及び教科担任が中心となって不審者の監

視、発見、対応にあたる。 

行動２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

・業間（１０分間）については、前の授業の担当者が次に授業の担当者が来るま

で、北教室棟に残っておく。 

 

・昼食時間については、給食指導についている職員が不審者の監視、発見、対応に

あたる。（対策等については、行動２と同じ。） 

・昼休みについては、職員が２人１組で、北教室棟及び周辺を巡回する。（携帯

電話を持参し、対策等については、行動１と同じ。） 

 
 

・授業中及び帰りの会においては、学級担任及び教科担任が中心となって不審者の

監視、発見、対応にあたる。（対策等については、行動２と同じ。） 

 

 

 

 

 

※ 配慮事項 

・スタディサポートにおいては、担当教諭が中心となって不審者の監視、発見、

対応にあたる。（対策等については、行動２と同じ。） 

・部活動時においては、部顧問が中心となって不審者の監視、発見、対応にあた

る。（対策等については、行動１と同じ。） 

○ １１０番通報については、校長または副校長（教頭）・教頭が判断する。（不在、または連絡が

とれない場合は、状況に応じて当事者が判断する。） 

○ 不審者の侵入の危険度の度合いによっては、校内放送等で全体に緊急連絡する。 

○ 教育委員会への報告事項かは校長が判断する。 

○ 不審者侵入の状況等については、必ず記録をとっておく。 

○ 不審者侵入に備えて、職員の研修会を実施する。 

不審者と思われる侵入者に対しては、近くにいる職員に声を

かけ、複数で対応する。その際、危険度によっては生徒を安全な

場所へ速やかに誘導する。併せて、管理棟２階高校保健室（内線２

１０）または管理棟１階中学保健室（内線１１５）の養護教諭

に伝える。その後養護教諭は、事務室（内線１０２）及び職員

室（内線２２０）に連絡する。連絡を受けた職員は１１０ 番通

報するとともに、ただちに現場に駆けつける。その際、刺股そ

の他の用具を持参し、生徒を守る。 

不審者の侵入の場合、事務室及び生徒指導課に連絡 

（４８－１０２１）するとともに、近くにいる職員にも連

絡し、生徒を安全な場所に誘導する。状況に応じて１１０ 

番通報する。 

始 業 前  

  

授業中(午前)  

  

昼食・昼休み  

  

授業中(午後)  

  

 スタディサポー

ト 
放 課 後 
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不審者侵入対応の記録 

被害者氏名 
  

 

生徒の場合 

クラス・保護者名 
中・高 年 組 

電話番号 
 

保護者の連絡先 
 

 
 
 

不審者の

特徴等 

身長 cm 位 年齢 才位 髪の色・形  

顔 の 特 徴  

洋服の種類・色  

そ の 他  

 

不審者侵入

の 日 時 

 

場 所 
 

 

不 審 者

侵 入 の

状     況 

お よ び 

 

原     因 

 

警察への連

絡の有無 

および状況 

 

搬送先病院 

 

および容体 

 

 

 
 

対応状況 

 

保護者との

連絡状況 

 

 
 

特記事項 

 



49  

（10） 学校における情報の管理・漏洩等関係の事件 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

対応の手順  

 

漏洩等発覚 

 

 

 

初期対応 

 

 

 

 

 

 

 

状況調査 

 

 

 

 

関係機関

への連絡 

 

 

 

事後処理 

 

情報の盗難、内部からの意図的漏洩、文書の管理不備による漏洩、ソフトウエア・

ウイニー等による漏洩、ハッカーによる不法侵入、ホームページ等への不法書き込

み、ウイルス等によるデータ等の情報破壊など 

 

被害の事実を確認した通報者は、直ちに校長（副校長（教頭）・教頭・事務長）に

連絡する。 

通報事項 ・被害情報の種類（文書情報、デジタル情報） 

・被害情報の内容（○△に関する文書） 

（○△に関するデジタル情報） 

・情報の管理状況（□□室に保管、施錠） 

・被害発生の日時（年、月、日、時、分） 

関係職員（校長、副校長（教頭）、教頭、事務長、教務、生徒指導、情報担当）に

よる会議。 

デジタル情報の場合は、宮崎県研修センターの情報相談課へ連絡する。

被害状況・内容を詳細に調査する。 

事態の重大さを考え、緊急かつ重要なものより当面の対応を行う。 

（被害の拡大を防ぐ。特にデジタル情報については通信の遮断など。） 

 
 

被害の状況・内容によっては、関係機関や警察署へ連絡する。 

事情聴取：学校関係者（校長（副校長（教頭）・教頭）、担当教職員、生徒等） 

警備関係者（警備員、機械警備担当者） 

保守管理業者（デジタル情報の場合） 

 
 

被害の状況・内容から、今後の対応までを取りまとめる。 

① 調査結果を詳細に、明確に。 

② 被害の原因を分析。 

③ 再発防止のための対策・改善案の検討。 
 

事件の重大性によっては、校長が判断して、関係機関に報告する。 

・事故報告書等の作成。 

・再発防止策案の作成。 

・報道機関等との対応。 
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情報の管理・漏洩等関係の事件対応の記録 

漏洩件名 
 

通報者氏名 
 

被害発生の

日 時 

 

令和 年 月 日（ 曜日） 時 分頃 

 

被害の場所 
 

 

 

 

 

 
被 害 の 
 

 

 
状 況 

・情報の種類 
 

 

 
・情報の内容 
 

 

 

 

 
・保管の状況 

 
そ の 他

の 被 害 

 

 

 

 

 

 
 

対応の状況 

 

関係機関

警察への

届 出 

 

 

 
特記事項 
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個人情報の危機管理 

１ 入学式・卒業式等における生徒名簿の取り扱い 

○ 名簿作成に当たっては、生徒の生年月日・住所・電話番号の記載をしない。 

○ 生徒の連絡先・保護者の氏名を記載しない。 

２ 公簿・諸表簿の管理 

○ 指導要録等、学校備え付けの表簿は計画的に校内で処理すること。学校外持ち出さない。 

○ 指導要録・通知票・成績表・家庭環境調査表等の個人情報にかかわるものを職員室机上等に置い

たまま離席しない。また、これらの諸表簿の保管は施錠管理できる場所とする。 

○ 出席簿、教務手帳については、その都度正確に記録し、適正な保管・管理を行う。 

○ 保管期間の過ぎた個人情報・諸表簿等はシュレッダーにかける等、適切な廃棄を行う。 

３ 情報機器等の管理 

○ パスワードの設定・・・パソコン利用に当たっては、積極的にパスワードを設定し、その場合も

長いパスワード（英数混用８文字以上）を用いる。 

○ パソコン使用中の離席・・・勤務時間内・外を問わず、パソコン使用中の離席はパスワード設定

が有効な状態にする。 

○ 個人情報等の保管・・・仕事上必要な個人情報等の保管は、校内LAN のサーバーの中の個人フォル

ダを利用し、ＩＤ・パスワードを設定しておく。したがって、個人情報をパソコンのマイドキュ

メント内・ディスクトップ上・フロッピー・ＵＳＢフラッシュメモリー等の記録媒体に記録する

のは一時的な作業用とし、個人情報を残したまま机の引き出し等に記録媒体を保管しておくこと

がないようにする。また、念のためＵＳＢフラッシュメモリーは、パスワードの設定が必要なも

のを使い、パスワード設定を習慣化する。 

○ 記録媒体の情報削除・・・情報を記録したフロッピィ等記録媒体は、パソコン操作でファイルや

フォルダを削除しただけでは記録が残っているので、個人情報等、重要な情報を記録したものに

ついては、カッターナイフ等で物理的な破壊を行う。 

○ 生徒のパソコン使用・・・本校の校内LAN で繋がれたパソコンを生徒に使わせた場合、校内LAN の

あらゆる情報を見せてやる行為と同じになる。その気になればＵＳＢフラッシュメモリー等で情

報を持ち出すことも可能である。生徒には、あくまでも生徒用のパソコンのみを使用させ、必ず

職員が監督する。 

○ パスワードの秘密保持・・・パソコンにせよ、ＵＳＢフラッシュメモリーにせよ、盗難等の被害

に遭った場合の最後の砦がパスワードである。パソコンにパスワードメモを貼っておいたり、生

年月日等の簡単なパスワード設定をしたりすることのないように心掛ける。 

○ 止むを得ず仕事を持ち帰る場合・・・個人情報に係る業務は、極力学校内で済ませる。止むを得

ず、持ち帰らざるを得ない場合も、必ず、パスワード設定したＵＳＢフラッシュメモリーを利用

し、途中の寄り道をしないなど、管理に十分な配慮を行う。 

○ モラル・・・職場におけるパソコンの利用は、勤務時間内外を問わず、私的メールの交換、業務と

関係ないＨＰの閲覧等はしてはならない。校内LAN や県庁LAN のサーバーには、すべての履歴が

残っています。漏洩や私的使用・目的外使用等は、点検されれば必ず判明します。情報モラルを

学校で生徒に教える立場の教師自ら、そのモラルを高めていきましょう。 
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（11） 差別事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 応 の 手 順 （「同和教育基本資料」県教委 参照） 

 事 件 発 覚  差別事象（差別発言、差別落書き、賎称語発言等） 

落書きは目に触れないよう現場保存。発言については明白な問題点を中

心にその場で即関係生徒に指導を行う。 
 

事実を知った教職員は、直ちに管理職、教育相談員、関係職員に報告す

る。 

いずれの場合も、報告を受けた管理職は、それが差別事象と思

われる場合(判断が難しいものも含む)は、県教育委員会へ速やかに

報告する。 

 

事実を正確に把握する。 

事象関係をきちんと把握しておくことは、その事象の分析や以

後の取組の基礎となり大変重要である。このため人権教育担当者を

含め、複数の者が立ち会って事実の確認を行う。 

賎称語発言については、日時・場所は勿論、前後の発言、それ

をどういう意図で使ったのか、いつ頃どのようにして知ったのかど

の程度の認識があるか、周囲の反応はどうであったか、などの事実

を客観的に把握する。 

特に生徒の人権に配慮しながら細心の注意を払って慎重に進める。 

落書きについては、関係者による現場確認をし、落書きの内容等 

の記録（日時、場所、発見者、写真等）を行う。 

 

関係職員で構成した対策委員会を開催し、原因や背景を分析し、対応方

針、指導方針、役割分担を決定する。 

事象の事実関係、発見以後の対応の経過、問題点・課題などを文

章にまとめる。その際、何が問題なのかの差別性の確認、何が部

落差別や人権問題に結びつくかをはっきり確認する。また、事象

の原因や背景をはっきりさせる。 

 

教育委員会へ連絡する。（初期対応段階での報告は別途判断） 
 

直ちに当該学級で、本件の概要と何が問題なのかなどの分析を踏まえ 

て、差別の不当性について指導する。他の学級においても、学年の実態

に応じて差別落書きを取り上げ、その不当性を理解させるとともに、日

常生活の中に生かせる人権感覚を身につけるよう指導する。 
 

保護者と連携しながら、本件事象について、学校と家庭で一貫した指導

になるよう努める。 

再発防止策の検討 
学校の実態に即した職員研修の実施 

↓ 
 

↓ 

初 期 対 応 

↓ 

 

 

↓ 

状 況 調 査 

↓ 
 

↓ 

 

 

 

↓ 

 
 

↓ 

対処方針の決定 

↓ 

 
 

↓ 

 
 

↓ 

教育委員会報告 

↓ 

生徒への指導 

 

↓ 

 

 

関係保護者との連携 

↓ 

事 後 処 理 

留意事項 

• 生徒による差別発言があった場合は、その場にいる教師が差別発言は絶対に許されないことを指導す

る。 

• 差別は人間として絶対に許されない行為であることの認識に立って、迅速かつ組織的・計画的に対応

する。 

• 本事象を全校の課題として受け止め、これまでの人権教育の内容や指導方法を見直し、一時的な指 
導で終わらないよう、計画的・継続的に指導の充実を図りながら取り組む。 
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差別事象対応の記録 

関係生徒氏名 性別 (中・高)クラス 保護者氏名 電 話 番 号 

     

     

     

     

 

 
 

事象発生日時 

 

令和 年 月 日（ 曜日） 時 分 

 

事象発生場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事象の状況 

 

教育委員会へ 

の報告の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 
対応状況 

 

 

特記事項 



54  

（12） 薬物乱用 
 

対応の手順 

 

事件発覚 

↓ 
 

↓ 

初期対応 

↓ 

 
 

（警察補導の時） 

↓ 

状況調査 ③ 

↓ ↓ 

 

 

↓ ↓ 

保護者への連絡 ② 

 

↓ ↓ 
 

↓ ↓ 

 

警察への通報 ① 

↓ 

 

 

↓ 
関係機関との連携 

↓ 

 

 

↓ 

事後処理 

 

薬物乱用に関して情報が入ったり、生徒が警察に補導される。 

 

 

事実を知った教職員は、生徒指導主事を通して、校長・副校長（教

頭）・教頭へ報告する。 

 

 

 

関係生徒に事情聴取し、これまでの状況について正確に把握する。 

・生徒の生活状況や交友関係 

・薬物の入手先・方法、乱用に至った経緯等 

 

 

保護者に事件の概要を連絡する。 

・保護者は、関係機関等への連絡を躊躇することがあるが、当該生徒の心

身の保護を第一に考えることを理解させる。 

 

警察からの情報でない場合、覚醒剤等の薬物乱用も含め、薬物乱用につい

ては、原則全て警察に通報する。 

 

 

 

司法関係機関や医療機関と連携を図りながら、本人に行為の重大性及び身体

への悪影響等を認識させるとともに、習慣化しないよう指導する。 

 

 

 

今後の具体的な対応策（薬物乱用防止教室の徹底等）について、全職員で

共通理解を図り、役割分担に従って対応する。 

留意事項 

• 発生現場にいる時は、複数の教師で対応し、生徒の行為を中止させる。薬物乱用に関しては、原

則、全ての場合、警察に通報する。 

• その際は、生徒が正常な状態ではないことを念頭に置き、本人、周囲の者、教師の安全には十分

注意する。 

• 必要に応じて救急車を要請し、危険を感じたときはためらわずに警察に通報する。 

• 当該生徒のプライバシーには十分配慮すること。 
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薬物乱用事件対応の記録 

 

該当生徒氏名 

  

クラ ス 

中・高 

年 組 番 

 

性別 

 

 

保護者氏名 

  

電話番号 

 

 

 

事件発生日時 

 

令和 年 月 日（ 曜日） 時 分 

 

事件発生場所 

 

 

 

 

 

 
事件の状況 

 

警察署への 

連絡の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 
対 応 状 況 

 

 

保護者との

連絡状況 

 

 

特 記 事 項 
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（13） 自殺予告 
 

対応の手順  

 

事 件 発 覚 

↓ 
 

初 期 対 応 

↓ 

 

 

↓ 
保護者への連絡 

 

↓ 

 
 

対応方針の決定 

↓ 

 

↓ 
関係機関へ連絡 

↓ 
 

↓ 
所在の確認 

↓ 

 
 

↓ 

事 後 処 理 

 

生徒から職員に「もう死にたい」等の内容の電話が入る。あるいは、そのよう

な内容の手紙等が発見される。 
 

電話を受けた職員は、落ち着いて対応し、生徒の気持ちをつなぎ止めるよう共

感的に話を聞き、動機やこれからの行動についてできるだけ情報を得る。手紙

等の場合は、家族、同級生等からの情報収集に努め、本人の捜索を開始するた

め、直ちに校長・副校長（教頭）・教頭・事務長・生徒指導主事に連絡す  

る。 

 

保護者に事実を報告し、動機や最近の様子、本人の所在場所についての情報を

得る。 

 

管理職や関係職員で対応し、情報の集約・外部との連絡・他の教職員への連絡 

等、基本的な対応を決定する。 

学校の対応方針を保護者に連絡し、学校と保護者が一体となった対応をとる。 

 
 

教育委員会に報告するとともに、保護者の了解を得ながら、ＰＴＡ役員や警察

署等に連絡し、以後の様々な段階で協力が得られるように対応する。 

 

保護者や友人からの情報が得られたら、それをもとに、教職員が分担して生徒

の所在を確認する。立ち寄りが予想される場所を特定したり、地域割をしたり

することにより、もれなく捜査する。 

 

所在が確認できた場合は、本人の気持ちを十分受け止め、保護者と連携を図り

ながら自殺防止に万全を期す。状況に応じて、精神科医や臨床心理士等の専門

家と相談しながら対応する。 

留意事項 

• 自殺予告電話を直接受けた場合は、次の点に留意する。 

① 電話の途中でメモにより周囲に状況を知らせる。複数で聞ける場合は、記録をとる。 

② 「力になりたい」「理解しようとしている」ということが伝わるよう、共感的に聴く。 

③ できるだけ時間をかけて、友人関係や家族関係、動機、これからの具体的な行動等についての情

報を得ることに努める。沈黙も大事に（共に）する。 

④ 叱咤激励や説教、批判的な態度や問いただす質問等をしない。 

⑤ 本人を支える立場になれることを伝えながら、死ぬことだけは避けるように柔らかく説得する。 
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自殺予告対応の記録 

 

該当生徒氏名 

  

クラ ス 

中・高 

年 組 番 

 

性別 

 

 

保護者氏名 

  

電話番号 

 

 

 

予告発生日時 

 

令和 年 月 日（ 曜日） 時 分 

 

予告発生場所 

 

 

 

 

 

 
予告の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 
対 応 状 況 

 

 

保護者との

連絡状況 

 

警察署への 

連絡の有無 

 

 

特 記 事 項 
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（14） 外部・保護者からの苦情 

 

① 可能な限り、相手の氏名・連絡先等を聞き出す。 
 

 
内容に応じて①～③のうち必要な措置をとる。 

（管理職が校長の指示で行う） 

① 関係者からの事情聴取と記録 

 
② 状況把握後、関係者への指導 

 
③ 管理職始め、適切な職員による、説明または謝罪

再発を防ぐための学校の指導法などを検討する。 

① 委員会への報告事項か校長判断 

② 報道機関への対応の必要性が出てきたら、窓口を一本化(副校長 

（教頭)）。 

③ 報道機関への情報は、定刻の一斉対応で、その前に教育委員会に

伝える。 

 

 

 
事件発生状況メモ（ＴＥＬについては、携帯電話番号も尋ねる） 

発 生 日 時 令和 年 月  日  （ 曜日） 時 分 

発 生 状 況  

 

該 当 者 

Ａ：氏名    ＴＥＬ： 
携 帯： 

  

Ｂ：氏名    ＴＥＬ： 
携 帯： 

  

 

 

 

被害者・関係者 

Ｐ：氏名 
ＴＥＬ： 

  （ 年 
携 

組）保護者 
帯： 

  

Ｑ：氏名

ＴＥＬ： 

  （ 年 

携 

組）保護者

帯： 

  

Ｒ：氏名 
ＴＥＬ： 

  （ 年 
携 

組）保護者 
帯： 

  

 

 

 

 
事 件 内 容 

 

 苦 情 発 生  

  

事実確認・状況把握 

連絡・報告・謝罪 

  

 
事 後 処 理 

 

 
状 況 把 握 

 

 

苦情の内容を苦情メモ（下欄）に記入し、管理職にも連絡する。 



 

 


